
 

 

第 14 回 経 済 建 設 常 任 委 員 会 会 議 録 1 

文書分類番号 00 09 03 002 永 年 起案 平成 年 月 日 決裁 平成  年 月 日 

議 長  副 議 長   局 長  次  長  主 査  主  査  担 当 

 

文書取扱主任 

 

開催年月日 平成20年11月25日（火曜日） 開会 10時 00分 閉会 12時31分 

開 催 場 所  第三委員会室 

出 席 委 員  
山木、清水、中田、山腰、田村、水口 事 

務 

局 

田湯次長 

委員外議員～窪之内、井上 山本主査 

欠 席 委 員  なし  

説 明 員  別紙のとおり 

議 件 別紙のとおり 

 

議 

 

 

 

事 

 

 

 

の 

 

 

 

概 

 

 

 

要 

  

１．所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、報告済みとした。 

（１）平成20年度除排雪計画について 

（２）下水道事業の公営企業への移行について 

（３）滝川市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

（４）滝川市手数料条例の一部を改正する条例について 

（５）滝川市営住宅条例及び滝川市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について 

（６）専決処分について（調停の申立て） 

（７）市営住宅泉町団地建替計画について 

（８）専決処分について（車両損傷事故の補償） 

（９）原油価格高騰緊急対策資金の途中経過について 

（10）産業ステップアップ支援事業結果について 

（11）秋の丸加コスモスフェア開催結果について 

（12）滝川高等技術専門学院跡地対策について 

（13）たきかわ冬まつり「全道雪中綱引き大会・冬のうまいもん」の見直しについて 

（14）空知農業改良普及センター中空知支所滝川分室の統合提案に係る対応について 

（15）畜産試験場滝川試験地の廃止提案について 

（16）平成20年度産麦・米の出荷状況について 

（17）たきかわ物産展ｉｎ東京の結果について 

２．第４回定例会以降の調査事項について 

  別紙調査項目のとおりとすることに決定した。 

 ３．その他について  
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  阪本主査より新米の試食会について、12月９日、本会議昼食休憩中に、第一委員会室 

  で行うことが報告された。 

４．次回委員会の日程について 

  正副委員長に一任することに決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 経済建設常任委員長  山 木   昇  ○印 



 

 

 

平成20年11月21日 2 
 3 

 滝川市議会議長 中 田   翼 様 4 
 5 

滝川市長 田 村   弘 6 

 7 

 8 

   経済建設常任委員会への説明員の出席について 9 

 10 

 11 

 平成20年11月６日付け滝議第123号で通知のありました経済建設常任委員会への説明員の出席要求 12 

について、次の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 13 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えま 14 

す。この場合、必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 15 
 16 

記 17 
 18 

 滝川市長の委任を受けた者 19 

  経済部長     多 田 幸 秀 20 

  経済部商工労働課長    若 山 重 樹 21 

  経済部商工労働課元気タウン推進室長  千 田 史 朗 22 

  経済部商工労働課元気タウン推進室次長  長 瀬 文 敬 23 

  経済部商工労働課産業観光振興室長   志 賀 久 幸 24 

  経済部商工労働課産業観光振興室主査  前 田 昌 敏 25 

  経済部商工労働課産業観光振興室主査   諏 佐   孝 26 

  経済部農政課長     新 井 敏 幸 27 

  経済部農政課副主幹    鎌 塚 忠 夫 28 

  経済部農政課主査    木 村   純 29 

  経済部農政課主査    阪 本 康 雅 30 

  建設部長     岡 部   豊 31 

  建設部土木課長     大 平 正 一 32 

  建設部土木課副主幹    川  本  滋 33 

  建設部土木課都市計画室長   千 葉   強 34 

  建設部土木課都市計画室副主幹   武 藤 一 男 35 

  建設部土木課都市計画室主査   上 田 博 文 36 

  建設部土木課都市計画室事務主任   赤 松 敏 子 37 

  建設部建築住宅課長    三 谷 文 彰 38 

  建設部建築住宅課副主幹    伊 藤 和 博 39 

  建設部建築住宅課副主幹    鎌 倉 幸 男 40 

  経済部商工労働課主幹    庄 野 雅 洋 41 

  経済部農政課副主幹    北 野 清 隆 42 

  経済部営農振興室長    福 島   卓 43 
 44 

                               （総務部総務課総務グループ） 45 

46 



 

 

 

第 14 回 経済建設常任委員会 47 

                                                    48 

H20.11.25(火 )10:00 49 

第 三 委 員 会 室 50 

 51 

○ 開  会 52 

 53 

○ 委員長挨拶（委員動静） 54 

 55 

１．所管からの報告事項について 56 

 57 

《建設部》 58 

 （１）平成20年度除排雪計画について                （資料）土 木 課 59 

（２）下水道事業の公営企業への移行について                 （資料）土 木 課 60 

（３）滝川市下水道事業の設置等に関する条例の制定について      （資料）土 木 課 61 

 （４）滝川市手数料条例の一部を改正する条例について         （資料）建築住宅課 62 

（５）滝川市営住宅条例及び滝川市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正す 63 

   る条例について                        （資料）建築住宅課 64 

（６）専決処分について（調停の申立て）                （資料）建築住宅課 65 

  （７）市営住宅泉町団地建替計画について               （資料）建築住宅課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     66 

《経済部》 67 

（８）専決処分について（車両損傷事故の補償）             (資料）商工労働課 68 

（９）原油価格高騰緊急対策資金の途中経過について           （資料）商工労働課 69 

（10）産業ステップアップ支援事業結果について             （資料）商工労働課 70 

（11）秋の丸加コスモスフェア開催結果について            （資料）商工労働課 71 

（12）滝川高等技術専門学院跡地対策について                （口頭）商工労働課 72 

（13）たきかわ冬まつり「全道雪中綱引き大会・冬のうまいもん」の見直 73 

   しについて                            （資料）商工労働課 74 

（14）空知農業改良普及センター中空知支所滝川分室の統合提案に係る 75 

対応について                         （資料）農 政 課 76 

（15）畜産試験場滝川試験地の廃止提案について            （資料）農 政 課 77 

（16）平成20年度産麦・米の出荷状況について             （資料）農 政 課 78 

（17）たきかわ物産展ｉｎ東京の結果について              （資料）農 政 課 79 

 80 

２．第４回定例会以降の調査事項について（別紙） 81 

 82 

３．その他について   83 

 84 

４．次回委員会の日程について 85 

 86 

○ 閉  会 87 

 88 



 

１ 

 

第１４回 経済建設常任委員会 89 

H20.11.25 (火)10：00～ 90 

第 三 委 員 会 室 91 

開 会 １０：００ 92 

委員動静報告 93 

委 員 長 全員出席。委員外議員～窪之内、井上議員。空知新聞社の傍聴を許可する。 94 

１． 所管からの報告事項について 95 

     （１）について説明を願う。 96 

  (１）平成20年度除排雪計画について 97 

川本副主幹    （別紙資料に基づき説明する。） 98 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。（なし）（１）について報告済みとする。 99 

     （２）について説明を願う。 100 

        （２）下水道事業の公営企業への移行について  101 

千葉室長     （別紙資料に基づき説明する。） 102 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 103 

山  腰     企業会計への移行について、端的に言ってメリット、デメリットはどうか伺 104 

う。 105 

千葉室長     情報公開の中では特別会計の部分は、バランスシート、損益計算書、キャッシ 106 

ュフロー的なものを月別に表示するのは困難であるが、企業会計についてはそ 107 

の状況を見やすく直ちに公表できるということが第一のメリットと考えている。 108 

委 員 長     他に質疑はあるか。 109 

副委員長     この件ついては今まで報告がなかったと思うが、12月議会の議案になるのか。 110 

千葉室長     企業会計移行についてはタッグ計画に基づいて施策のほうから出てきたものだ 111 

が、平成 19年２月の経済建設常任委員会のときに移行するということは報告済 112 

みである。提出予定だが、条例については市議会第４回定例会、予算について 113 

は市議会第１回定例会で説明したい。 114 

副委員長     メリットについて説明があったが、一番の目的は何かまとめて説明願う。 115 

千葉室長     メリットについては先ほども説明したが、１つ目は、私どもの会計は20億円の 116 

下水道事業特別会計で、現在起債高が160億円ぐらいであり、起債の残高とい 117 

うのは滝川市本庁舎と比較すると、滝川市自体が 160億円に匹敵するようなも 118 

ので、小さい会計の中で大きな起債を持つという疑問点があった。情報公開し 119 

てわかりやすい経理とする。２つ目は、会計上で値上げ等の状態のときに説明 120 

資料的にはわかりやすい整理ができる。３つ目は、消費税納付額に若干の軽減 121 

があるという説明の額面的メリットがある。４つ目、企業会計について国が地 122 

方公営企業法に基づく中で下水道事業だけは非適用で、企業会計に移行しても 123 

どちらでもよい選択になっているが、国の近々の状況としては企業会計移行に 124 

対して交付税措置を取りながら支援体制を取っている。以上４つのメリットか 125 

ら企業会計へ移行することにした。 126 

副委員長     議案審査に当たらないということだが、条例と予算と全く別の議会ということ 127 

で、具体的にどうかということは、条例の審議では数字などは出てこないので 128 

ここで聞きたいと思う。平成21年度当初の貸借対照表で見ると流動資産は２億 129 

円、流動負債が 28億円、現金・預金は9,200万円。病院会計の場合は流動資産 130 

から流動負債を引いたものがほぼ預金に合うというのが企業会計の特徴だ。こ 131 

れは相関性がないがどうなのか伺う。 132 



 

２ 

 

赤松事務主任   流動資産の関係だが、開始の貸借対照表の現金・預金は 9,250万7,000円で、 133 

         その下の未収金１億1,388万 7,000円があり、これが特別会計でいう未納にな 134 

         っている調定額である。打ち切り決算なので、特別会計であれば４月、５月に 135 

         出納閉鎖期間があり、その部分も未納とはならないで現金が入ってくるものだ 136 

         が、今年度は３月で打ち切りになるので、４月、５月に入金分、昨年でいえば 137 

         1,200 万円程度が未収金として残る。過去の滞納部分が入って１億 1,388 万 138 

         7,000円で、開始の時点の関係もあり未払金も同様で、流動資産から流動負債 139 

         を引いて現金・預金とぴったり合うことにはならない。 140 

副委員長     了解した。 141 

委 員 長     他に質疑はあるか。 142 

井  上     ① 相当な企業債があるようだが、水道企業会計では金利の低い中、借りかえ 143 

で大きく利息軽減をしているか伺う。資料２の４の事業資金計画書の最後の平 144 

成30年に金額が倍になるのはなぜか。 145 

         ② 下水道事業の公営企業への移行の考え方で、情報公開ができて透明性が上 146 

がり、その報告がきちんとできるということだが、今後の審議形態で議会報告 147 

などが変わってくるのか。 148 

千葉室長     ② 予算的には予算審査特別委員会、決算審査特別委員会では通常の特別委員 149 

会と同様に審査、審議をする。市民に対する公表については年２回報告する。 150 

① 借換債については約48億円を六、七回の借りかえをして、最終支払い見込 151 

み額で10億円程度の軽減になる。289億円の固定資産合計だが、今まで特別会 152 

計ではこのような表現の仕方はしていなかったが、滝川市規模で投資した金額 153 

は昭和44年から1,600ヘクタールを整備して来たので、企業会計の手順で貸借 154 

対照表の資産を公表すると資料のとおりとなり、ふえているわけではなく切り 155 

かえた時点で数字を明らかにするとこうなる。資料２の４の中で、これは予定 156 

した概数だが、貸借対照表の中に未収金を2,000万円ほど含んでいて、実質繰 157 

越金は今、4,800万円、4,300万円と現金高を記載しているが４月以降になると 158 

未収金を含めて2,000万円～2,500万円ぐらいになる。 159 

井  上     10年後の平成 30年度にこの数字に上がる理由を聞いている。 160 

赤松事務主任   現金・預金の平成 21年度、9,250万7,000円からスタートして最後8,900万円 161 

だが、未払金が2,000万円ずつあるということと、それぞれの年度で 2,000万 162 

円ずつ落としていくと平成 29年度では2,500万円ぐらいになる。平成 30年度 163 

で2,000万円落とすと４月にはお金を払うので剰余金として残る現金は、6,900 164 

万円ぐらいと見込んでいる。元金償還が減ってくるということと、繰り上げ償 165 

還の効果が平成30年度ぐらいに出てくる。消費税の節約分が今回企業会計へ移 166 

行することで未払金6,900万円に消費税を見込んで8,900万円が３月末に残る。 167 

井  上     起債償還をかえたということはいいと思うが、償還率の大きな金利のゾーンは 168 

どうなっているのか。 169 

上田主査     平成 19年度～21年度の合計で 48億円の繰り上げ償還をしている。過去に借り 170 

た５％、６％、７％台が起債残高140億円のうち48億円が来年借りかえして償 171 

還が終わる。それ以下の４％～２％の割合については、資料がないので正確に 172 

は答えられないが、48億円の部分が５％以上、今借りかえして 1.65％で計算し 173 

ている。2.5％で借りかえしたら10年間で６億5,000万円～10億円のメリット 174 

があると経済建設常任委員会でも説明していたが、今は、金利が安いため９月 175 

に借りた金融公庫の分が 1.65％。10 年間では 2.5％で計算したものより約 10 176 



 

３ 

 

億円尐なく年間１億円のメリットが出ると計算している。 177 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（２）について報告済みとする。 178 

     （３）について説明を願う。 179 

（３）滝川市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 180 

千葉室長     （別紙資料に基づき説明する。） 181 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。（なし）（３）について報告済みとする。 182 

（４）について説明を願う。 183 

 （４）滝川市手数料条例の一部を改正する条例について 184 

三谷課長     （別紙資料に基づき説明する。） 185 

伊藤副主幹    （別紙資料に基づき説明する。）  186 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 187 

山  腰     手数料が 50％も上がって収益につながるとは思うが、住宅を建てる人の負担が 188 

ふえるわけだが上限があると思う。これは全国一律なのか、それとも北海道だ 189 

けとか、定めはないのか。滝川市だけ状況判断して北海道に上乗せして決めた 190 

数字なのか伺う。 191 

三谷課長     確認手数料の額については、各自治体の権限で決めていて上限はない。滝川市 192 

         においては北海道と同額の金額できている。 193 

山  腰     下げることはなかなかしないが、北海道が上げているからそれに倣えばよいと 194 

         いうことだが、例えば滝川市が住宅の受注が尐ない中で、これを上げれば建築 195 

         費も上がる。その状況の中で北海道が既に上げているから当然滝川市もやるべ 196 

         きだという判断でこの数字になるのか。北海道は50％だが滝川市は 45％にすべ 197 

         きとかの議論はなかったのか伺う。 198 

三谷課長     今回の手数料の改正理由は、先ほど説明したように、全道の限定特定行政庁の 199 

         各市の動向も見ながら上げることを判断したものである。 200 

山  腰     それはあなた方が判断したことで払うほうの判断ではない。調査項目もふえ、 201 

         今まで以上に50％も多く経費がかかってくることになり、やむを得ずアップす 202 

         るというのならわかるが、チャンスと思って上げたのではないか。 203 

三谷課長     今回業務がふえた理由は構造関係の規定が厳格化され、それに伴い滝川市の確 204 

認により、今までなかった構造関係の審査がかなりふえた。図面の審査、使用 205 

木材の検査等、耐震偽装問題に関し国の方針に基づき業務がふえたことでやむ 206 

を得ないことと思っている。 207 

山  腰     いかに国や道の指導があっても、現行手数料が上がっていけば家を建てる人も 208 

尐なくなるだろうし、50％上げた理由を明確にしなければならない。滝川市は 209 

このままでいきたいが、やむを得ず 50％にしたというならわかる。北海道がや 210 

ったから当たり前のように 50％上げるという感覚がおかしいと思う。今どき 211 

50％を一度に上げるものはあるか。油でも徐々に上がっていったのにおかしい 212 

と思う。意見とする。 213 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（４）について報告済みとする。 214 

     （５）について説明を願う。 215 

（５）滝川市営住宅条例及び滝川市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条 216 

 例について 217 

三谷課長     （別紙資料に基づき説明する。） 218 

鎌倉副主幹    （別紙資料に基づき説明する。） 219 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 220 
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田  村     暴力団員の中に構成員も含むとあるが右翼はいいのか。足を洗って５年たった 221 

場合は市民とみなすとのことだが、その辺の考え方と契約書は新たにつくるの 222 

か別ページでつけるのか伺う。 223 

鎌倉副主幹    定義的には広域的暴力団の指定を受けた団体の構成員である。警察署との協定 224 

書も新たに交わすことにしている。 225 

三谷課長     補足する。５年前に暴力団員であってその後外れた場合ということであるが、 226 

この条例で対象になるのは現時点で暴力団員かそうでないのかということであ 227 

る。契約書の関係では新たには取り交わさない。新規に入る人に対しては警察 228 

署に照会をするが、既に入っている人については特に取り決めはない。ただし、 229 

新たに暴力団員になったとの情報があった場合は警察署に照会することは可能 230 

である。新たに公営住宅に入居、または同居継承する者については、警察署に 231 

照会してよいかという同意書をもらう。今回の条例で該当するのは指定暴力団 232 

ということで、公安委員会で指定された団体を対象にしている。 233 

田  村     暴力団員を見分けるのは難しいことではない。滝川市には暴力団員が現在 64 234 

人いるが、警察と連携が取れているのなら 64人の名前を把握しているのか。 235 

三谷課長     把握していない。 236 

委 員 長     他に質疑はあるか。 237 

山  腰     今までも入居者の資格というものがあったと思うが、現条例の中には暴力団と 238 

いう文言は一切なかったのか。また、何で今入れるのか。 239 

三谷課長     現在の条例では迷惑行為をした者との表現はあるが、暴力団員という文言は今 240 

回が初めてである。今までは暴力団員だから入居できないということはなかっ 241 

た。 242 

山  腰     せっかくの条例をつくろうとしているのに、問題は情報を提供してくれる警察 243 

署だ。その情報を的確に受けるかというと滝川警察署と密なコンタクトを取っ 244 

てやれるかということで、情報を提供してくれなければ意味がない。警察署長 245 

に暴力団員の情報を提供する義務はあるのか。 246 

三谷課長     警察署には情報を与える義務はない。これらの情報は個人情報になるので、警 247 

察署から情報を得てもよいという協定を交わして情報をもらう。 248 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（５）について報告済みとする。 249 

     （６）について説明を願う。 250 

     （６）専決処分について（調停の申立て） 251 

三谷課長     （別紙資料に基づき説明する。） 252 

委 員 長     説明が終っわた。質疑はあるか。（なし）（６）について報告済みとする。 253 

    （７）について説明を願う。 254 

         （７）市営住宅泉町団地建替計画について 255 

三谷課長     （別紙資料に基づき説明する。） 256 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 257 

山  腰     ① 50 年以上たっているので建てかえ計画は当然だと思うが、平成 25年度ま 258 

でに 40戸だが、１棟の建設費と合計は幾らか。 259 

         ② 住宅の内容は旧住宅とは利便性に差があるか、バリアフリーなど内容がど 260 

う違うのか説明願う。 261 

三谷課長     建設費は１戸当たり1,600万円、１棟 10戸で１億6,000万円になる。これが４ 262 

棟で合計６億4,000万円で、諸経費を含めて７億円ぐらいになる。住宅の概要 263 

は基本的には江陵団地から行っているユニバーサルデザインを採用している。 264 
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ユニバーサルデザインとはバリアフリーの上をいくような、身体障がい者や高 265 

齢者、すべての人が使いやすいというもので、断熱工法は外断熱工法を用い省 266 

エネで環境に優しいという工法でする予定である。 267 

山  腰     今の時期に外断熱とか内断熱の時代ではないと思うが、滝川の業者はコストの 268 

面からも外断熱工法をマスターしていると思うが問題はないか。 269 

三谷課長     外断熱工法については市としては、平成17年度から始めていて３年経過してい 270 

るので浸透してきている。これからの市営住宅は外断熱が主体になると思う。 271 

山  腰     地元採用はできるか。 272 

三谷課長     できる。 273 

委 員 長     他に質疑はあるか。 274 

水  口     現団地の除却年度はわかったが、住みかえがいつから始まるのか。４年にわた 275 

ってということだが、前倒しの発注がもしあった場合、住みかえはスムーズに 276 

いくように考えているか。 277 

三谷課長     住みかえについては、入居者の意向調査をしてこの計画を立てたが、まだはっ 278 

きりしていない方もいる。今後、入居者と協議をしながら、どこに住みかえて 279 

いくかということを決めていかなければならないと思う。第１回目の意向調査 280 

の中では現団地の中で住みかえをしながら、新しい住宅ができたらそこに入り 281 

たいという人が多かった。そのほかに既存の団地に行きたいとか、来年できる 282 

栄町の団地に行きたいとの希望もあった。今後さらに意向を確認しながら、ス 283 

ムーズにいくように進めていきたい。 284 

水  口     前倒し発注はないと考えていいか。 285 

三谷課長     住みかえがうまくいき、他の団地に行く人が多ければ、前倒しも可能性はある 286 

かと思う。 287 

委 員 長     他に質疑はあるか。 288 

中  田     団地はわかったがあの辺は複雑で、余りいい状況ではないと思うが、その辺の 289 

考えはどうか。 290 

岡部部長     この団地の建てかえに伴い、道路については団地側に食い込ませて市道をきち 291 

         んとしたいと思っている。団地の中の道路が悪いので団地が完成した後には、 292 

         市道の整備をしたいと考えている。 293 

委 員 長     他に質疑はあるか。 294 

清  水     ① ストック活用計画の変更があるかどうか。 295 

         ② 建てかえのための引っ越し時期はいつになるのか。 296 

         ③ 今度は公益地がふえるので、高齢者だということもあって、きちんとした 297 

自治会でないと大変だと思うが自治会対策はどうするのか。 298 

三谷課長     ① ストックの計画変更はある。当初、建てかえ後は 50戸を予定していたが、 299 

40戸に変更になる。 300 

② 新住棟は２階建てになるので着工は６月ころで、完成が次年度の３月ころ、 301 

引っ越しの時期は３月末の予定である。出る方については平成 22年度着工なの 302 

で、平成21年度にかけて順次、決まった人から出てもい、この団地で住みかえ 303 

をしながら新しい住宅に入る希望者もいるので、そういうことも考えている。 304 

雪が降るまでに住みかえはできると思う。 305 

清  水     ① ストック活用計画の変更があるのであれば、泉町団地だけでなく、全体で 306 

どう変わるのかということも示すべきで、今後の常任委員会に出すということ 307 

を検討していただきたい。 308 
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         ② 引っ越しのことを聞いたのは、３月末に入居と言ったが、ここに住んでい 309 

る方は70代、80代の方で、３月末がどんな時期かを考えたら、命にかかわる。 310 

まして、この年代の人は頑張り屋が多くて無理を重ねている。夏と寒い冬を避 311 

けて６月とか９月にやらないとだめだと思うが再度伺う。 312 

三谷課長     ① ストックの変更だが、今、見直し作業をやっていて、次回の委員会で説明 313 

できると思う。 314 

         ② 引っ越しの時期であるが、２階建て住宅ということで、江陵の２期目から 315 

こういった状況で行っている。委員の言われるとおり高齢者には厳しい時期だ 316 

と思うので、工期については検討したい。自治会対策については、現在町内会 317 

では公営住宅の人も含めて、１棟 10戸なので各棟に会長、副会長を１人置き、 318 

管理人が１人いる体制でよいと思っている。 319 

副委員長     引っ越し時期については当然検討し、江陵団地の教訓を生かさないと行政とし 320 

ては失格だと思う。自治会については江陵団地でこりていると思うので、市が 321 

一定の方向性を示すことが必要と思う。管理人を置くということと共益費を集 322 

めることでどれほど差があるのかといったことを母体にして町内会活動をすれ 323 

ばよいと思う。今検討されているということなので終わる。 324 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（７）について報告済みとする。ここで所管入れ 325 

         かえのため休憩する。 326 

休 憩 １１：２１ 327 

再 開 １１：２８ 328 

委 員 長     再開する。(８)について説明を願う。 329 

 （８）専決処分について（車両損傷事故の補償） 330 

千田室長     （別紙資料に基づき説明する。） 331 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 332 

山  腰     午前 11時ころということで同時に３件発生したのであれば、１件目発生した時 333 

に管理者として対応がおくれたことにならないかと思う。同時に３台並んで行 334 

ったわけではないと思うが、対応がおくれたということはないのか伺う。 335 

千田室長     駅前商店街が管理している駐車場で、１件目についてはグレーチングというふ 336 

たが飛んだということで事故当事者が元に戻した。続けて通った方が気づいて 337 

またふたを元に戻した。３件目についてはふたが車両の下をくぐったことによ 338 

り車両が動かなくなったことで初めて通報があってわかった状況であり、現場 339 

についてはすべて補修は終わっている。 340 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（８）について報告済みとする。 341 

 （９）原油価格高騰緊急対策資金の途中経過について 342 

長瀬副主幹    （別紙資料に基づき説明する。） 343 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 344 

副委員長     ７件ということだが、市が発行する書類による手続きが簡単に行われているの 345 

か流れについて伺う。 346 

長瀬副主幹    市では金融機関を含めて調整が終わって、斡旋書という形の中で認めている。 347 

希望価格については申請書に基づいてついてくるが複雑な書類ではないと考え 348 

ている。 349 

副委員長     信用保証協会の保証が８割になった。それを時限措置で１年半だけ 10割にする 350 

ということで非常に借りやすい制度なのだが、ほかの自治体と比べると７件と 351 

いうのは尐ないと思う。きのう、深川市の議員から聞いた話では、深川市は既 352 
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に20件と言っていた。周知徹底ということで、商工会議所を含めて金融機関が 353 

中心に精力的に行う必要があると思うがもう一度伺いたい。 354 

長瀬副主幹    深川市の事例は聞いていないが、各金融機関と保証協会を回ってみたが、滝川 355 

市の件数は金融機関の部分を聞くと融資申込件数が、４割ぐらい減っている。 356 

借りる方が減尐していると考えられる。中小企業特別融資についても３割ぐら 357 

い減っている状況で、各金融機関にはお願いしながらこういった部分の周知徹 358 

底を図っているところである。 359 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（９）について報告済みとする。 360 

     （10）について説明を願う。 361 

（10）産業ステップアップ支援事業結果について 362 

若山課長     （別紙資料に基づき説明する。） 363 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 364 

山  腰     助成採択事業を決定したわけで、既に店のほうには連絡してあると思うがきょ 365 

         う公表できないのか。 366 

若山課長     公表は差し支えない。美容室で文屋内科消化器科医院の向かいの「ティーズヘ 367 

         ア」、駅前白木屋向かいの雑貨家具、中島健氏の創業の会社、飲食店では本町の 368 

         お好み焼きの「丸一」の３件である。 369 

水  口     不採択事業の３件はどういう分野だったのか説明願う。 370 

若山課長     不採択３件のうち、春と秋に申請を出している喫茶店を経営しながらクリーニ 371 

         ングの取り次ぎや、生活雑貨を販売したいという企業が１件と、ＯＡ機器のリ 372 

         サイクル事業が 1件で実質２件である。 373 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（10）について報告済みとする。 374 

     （11）について説明を願う。 375 

（11）秋の丸加コスモスフェア開催結果について  376 

若山課長     （別紙資料に基づき説明する。） 377 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 378 

     質疑はあるか。（なし）（11）について報告済みとする。 379 

     （12）について説明を願う。 380 

（12）滝川高等技術専門学院跡地対策について  381 

若山課長     口頭で報告する。跡地というよりも跡施設の有効活用ということで、滝川高等 382 

技術専門学院の存続については道議会に対して要望してきたところであるが、 383 

廃止が決定された後も、高等技術専門学院が果たしてきた職業訓練の火を消さ 384 

ないということで、地元の機関において訓練ができるよう人的、金銭的支援を 385 

要望してきた。その一つとして滝川高等技術専門学院の跡施設の活用について 386 

は、本市施策を勘案して特別な便宜を図ってくれるよう要望も同時に行ってき 387 

た。北海道から滝川市が有効利用するというのであれば、それを優先するとい 388 

う解答を得ていたが、期間が過ぎる中で「平成21年度では、道では解体費を予 389 

算化したいという情報を得たので、早速、道庁に行って滝川市のまちづくりの 390 

考え方を示しながら、跡施設の有効利用を検討するということで最低でも半年 391 

の猶予期間を願ってきた。先般、北海道から平成21年度は解体設計のみを予算 392 

化し解体はしない。滝川市からの跡施設の活用計画の提案を待つことにする。 393 

来年度余りにも提案が長引くのであれば解体設計だけでも発注したい」との連 394 

絡があった。北海道の方針は売れれば、更地にして売りたいと経済部内では方 395 

向づけている。市からも北海道に対して有償、無償もあるが有償の場合の譲渡 396 
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価格だとか賃貸は可能なのか、可能であれば賃貸料は幾らぐらいかといった質 397 

問もしてきている。庁舎内では有効利用案が出されているが、まだ煮詰まって 398 

いないので関係者で検討会議を開いて案をまとめ報告したい。しかし、譲渡価 399 

格がわからない中では先に進むことはできないので、再度、譲渡価格や賃貸の 400 

条件を反映するよう要請している。 401 

委 員 長     質疑はあるか。（なし）（12）について報告済みとする。 402 

     （13）について説明を願う。 403 

（13）たきかわ冬まつり「全道雪中綱引き大会・冬のうまいもん」の見直しに 404 

ついて  405 

庄野主幹     （別紙資料に基づき説明する。） 406 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。（なし）（13）について報告済みとする。 407 

 （14）空知農業改良普及センター中空知支所滝川分室の統合提案に係る対応に 408 

  ついて  409 

新井課長     （別紙資料に基づき説明する。） 410 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 411 

副委員長     ① ３年前に分室になったときの普及員の人員が何人から何人に減ったのか 412 

         伺う。 413 

         ② 統合場所の確保ができただけというのは納得できない話である。進め方に 414 

         問題があると思うので、資料の２でいきなり条件闘争に入っているということ 415 

         で、要望書の②はいらないのではないか。10月の１カ月前に出されたのにもう 416 

         条件闘争に入っているのは弱腰でないのか。せっかく資料の１ではよいことを 417 

言っているのに、これではだめだと思うので伺う。 418 

新井課長     ① 普及センターの人員は平成 18年度以前で13名、統合によって９名になっ 419 

た。平成20年度４月からはさらに１名減って８名である。 420 

         ② 弱腰ではという指摘だが、平成 18年度に普及事業に対する見直しの基本方 421 

針を定めていて、道内７つの普及センターが統合対象になった。既に２カ所に 422 

ついては平成 18年度の時点で統合されている。残りの５つについては場所が決 423 

まった段階で順次統合していくということもあった。それらを踏まえ基本的に 424 

は反対であるが、そういった報告もあることを考え合わせこのような要望書に 425 

した。 426 

副委員長     北海道の機構改革の一環で目的は普及員を減らす以外にないと思うが、それに 427 

ついてはどう言っているのか伺う。３年で1人減らされたわけで新十津川町花 428 

月から通ってくれば実質的に 30 分は違う。それを考えたら実質７名とか最後 429 

は８名を４名にしてしまうとか、それらについての北海道からの説明はあるの 430 

か。 431 

新井課長     普及員自体は農業改良助長法の改正で減っている。退職が団塊の世代というこ 432 

ともあって、20人から 30人と結構多く、資格等の問題もあって採用はできて 433 

いない状況にある。今回の統合に当たって空知支庁でも新十津川支所が９名と 434 

滝川が８名で統合すれば 17 名になる。尐ない人数でやるよりもたくさんの人 435 

数がいたほうがきめ細かな指導ができると言われている。将来像については道 436 

でも見直しが行われていて、普及員が大量にやめていく状況も踏まえて今後の 437 

普及所のあり方について検討していると聞いている。 438 

委 員 長     他に質疑はあるか。 439 

井  上     芦別、赤平、滝川の地域の普及所は、新十津川に移ったら実質的な普及所の能 440 



 

９ 

 

力がおかしくなる。こういうときに政治的なバランスで、力学的に動いている 441 

と思う。営農センターの構想もあるのだから、実利を取ることを考えるべきと 442 

思う。回答はいらない。 443 

委 員 長     この件について一言申し上げたい。私も何回も会議できついことを言ってきた 444 

         が、基本的に普及員事業というのは現場主義で、現場なくしては普及員の事業 445 

は成り立たない。手薄になっては大変な荒廃につながる。そういったことを再 446 

認識するためにも、この考え方を話していかなければならないと思う。先日、 447 

芦別の議員に会って皆で声を挙げないと見捨てられた状況になる。しっかり連 448 

携を取ってやろうと話をしてきた。これで終わったのではなく結果がどう出よ 449 

うとしていても、我々の意見はしっかり伝えて、その事後処理も意見が通った 450 

ときには対応できるよう実績を残していかなければと思っている。意見である。 451 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（14）について報告済みとする。 452 

     （15）について説明を願う。 453 

（15）畜産試験場滝川試験地の廃止提案について  454 

新井課長     （別紙資料に基づき説明する。） 455 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 456 

井  上     ９月議会で取り上げたが市の動きが遅い。これは北海道の用地だから北海道と 457 

の関連があるので連携をしっかりしなければならない。今、行政財産で北海道 458 

にいったら普通財産になるので処分の仕方などたくさん出てくる。独立行政法 459 

人になろうとする今がチャンスで、用地とか実態がどこまで掌握されているの 460 

かと思う。道議会議員はパイプ役をしてもらえるので相談しなければならない。 461 

ワーキンググループを立ち上げたのだから大いに生かして活躍してほしい。農 462 

         業大学校滝川キャンパス構想というのは、今どうなっているのか。 463 

新井課長     北海道で進めていたが出発段階において、財政難等により保留、凍結されてい 464 

る状況である。  465 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（15）について報告済みとする。 466 

    （16）について説明を願う。 467 

（16）平成20年度産麦・米の出荷状況について 468 

新井課長     （別紙資料に基づき説明する。） 469 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。（なし）（16）について報告済みとする。 470 

     （17）について説明を願う。 471 

（17）たきかわ物産展ｉｎ東京の結果について               472 

若山課長     （別紙資料に基づき説明する。） 473 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。（なし）(17)について報告済みとする。 474 

         ２．第４回定例会以降の調査事項について 475 

委 員 長     別紙のとおり確認してよいか。（よし）継続することに決定した。 476 

         ３．その他について 477 

委 員 長     米の試食会について、ことしの予定はどうか。 478 

阪本主査     第４回市議会定例会の初日９日、昼食休憩時間に行いたいと考えているのでお 479 

         知らせする。採種組合からいただいたななつぼし１種である。当日は、昨年同 480 

様、豚汁と漬物を用意する。食費は 300円徴収する。 481 

委 員 長     全体を通して、その他について何かあるか。（なし） 482 

 ４．次回委員会の日程について 483 

委 員 長     次回委員会の日程については、正副委員長に一任願えるか。（よし） 484 



 

１０ 

 

         以上をもって、第 14回経済建設常任委員会を閉会する。 485 

閉 会 １２：３１ 486 

 487 

 488 


